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令和３年12月28日付鳥取県公報号外第116号別冊（４分冊の３） 

 

令和元年度決算に係る財政的援助団体等監査の結果に基づき講じた措置 
 

１ 指摘事項 

指摘内容 講じた措置 

公益財団法人鳥取県畜産振興協会（所管課：農

林水産部農業振興戦略監畜産課） 

〇 堆肥販売等に係る現金収入について、収入

手続が遅延していた。 

 

・概要：農業者向けの堆肥販売、鳥取県家畜

人工授精協会からの調査料収入について

現金で受け取り、現金領収書を発行して

いたが、その日に収納せず翌月に１月分

まとめて収入伺を行っていた。 

・不適正の原因：団体の担当者の経理規程の

認識不足及び上司の進行管理不足 
 

 

現金領収した際は、その日のうちに収入伺を作

成起案することの徹底を要請した。 

併せて、毎日の業務終了時に、現有現金、現金

出納簿、現金領収書及び収入伺を突合確認するこ

との徹底を要請した。 

 

公益財団法人鳥取県栽培漁業協会（所管課：農

林水産部水産振興局水産課） 

〇 生産品販売代金に係る違約金について、

徴収していないものがあった。 

 
・県の例による場合の違約金未徴収件数：16    
 件 
・県の例による場合の違約金額：63,576円 

・不適正の原因：団体の担当者及び上司の認

識不足 
 

 

公益財団法人栽培漁業協会経理規程では、売 

買、賃借、請負その他の契約は、原則として鳥取

県会計規則の規定の例によるものとしており、生

産品販売契約書では「指定期日までに販売代金を

支払わない場合には、指定期日の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、未納金額につき2.7

％の割合で計算した額の違約金を支払わなけれ

ばならない。」としている。未納金額に対する督促

は継続的に行っていたが、該当の養殖業者は、財

政基盤が小さく資金繰りが苦しいため、違約金ま

では徴収できなかったものである。 

違約金の未徴収をなくすため、未納金額と違約

金の管理を徹底し、確実に記録することを要請す

るとともに、より簡単に督促を行えるように、督

促状の様式を定めた。 

公益財団法人鳥取県畜産振興協会（所管課：農

林水産部農業振興戦略監畜産課） 

〇 消耗品等に係る支払について、支払事務が

遅延していた。 

 

・概要：請求書を受領し、支出伺（支出仕訳

書、支出伝票）を行うことなく、その日の

うちに現金で支払っていた。現金支出後、

翌月に１月分まとめて支出伺を行い処理

していた。  

・不適正の原因：団体の担当者の経理規程の

認識不足及び上司の進行管理不足 
 

 

請求書を受領した際、担当者の経理規程の認識

不足及び上司の進行管理不足のため、支出伺を行

わず現金による支払を行っていたほか、翌月にま

とめて支出伺を起案していた。 

現金支払の際は、その日のうちに支出伺を作成

起案することの徹底を要請した。 

併せて、毎日の業務終了時に、現有現金、現金

出納簿、現金領収書及び収入伺を突合確認するこ

との徹底を要請した。 

公益財団法人鳥取県畜産振興協会（所管課：農

林水産部農業振興戦略監畜産課） 

〇 トラクターの購入について契約書を作成

していなかった。 

 

・概要：牛舎の増設に伴い作業用のトラク 

 

農作業車両を購入した際、担当者の経理規程の

認識不足及び上司の進行管理不足のため、契約書

を作成しなかった。 

経理規程の確認を徹底することを要請した。 

なお、令和２年６月10日に購入契約したディス
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指摘内容 講じた措置 

ターが不足していたため、業者からデモ

機を一台利用した。値引きもあり、そのま

ま現物を購入したため、契約書を作成し

ていなかった。 

・不適正の原因：団体の担当者の経理規程の

認識不足及び上司の進行管理不足 
 

クモア（牧草刈取機）1,463千円は契約書を作成し

ている。 

公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団（所管

課：農林水産部森林・林業振興局林政企画課） 

〇 森林施業プランナー協会認定一次研修に

係る委託契約について、契約書を作成してい

なかった。 

 

・概要：財団では、森林施業プランナーの認

定にあたって、森林施業プランナー協会

が認定する一次研修を県内で開催するこ

ととしている。 

研修は、外部委託によることとしている

が、委託先との間で契約書を作成してい

なかった。 

・不適正の原因：団体の担当者及び上司の契

約規程の認識不足 
 

 

財団の担当者及び上司の契約規程の確認不足に

より、森林施業プランナー協会認定一次研修に係

る委託契約書の作成をしていなかった。 

令和２年度委託契約において、契約書を作成し

た。 

また、財団内で指摘内容について情報共有する

とともに、主査・副査で確認を徹底するよう指示

を行った。 

 

とっとりの森を守り木を活かす会（所管課：農

林水産部森林・林業振興局林政企画課） 

〇 協定書の業務仕様書に定める監査する者

について、規定された人数を任命していなか

った。（二十一世紀の森） 

 

・概要：業務仕様書には業務の執行及び財産

の状況の監査について、２人以上の者に

行わせることになっているが、１人しか

任命していなかった。 

・不適正の原因：団体の担当者及び上司の協

定書等の認識不足 
 

 

会の担当者及び上司の協定内容の認識不足によ

り監査２人以上を任命すべきところ１人のみ任命

していた。 

令和２年８月に新たに監査１人を任命した。 

また、指摘内容について情報共有し、確認を徹

底するよう指示を行った。 

公益財団法人鳥取県教育文化財団（所管課：地

域づくり推進部文化財局文化財課、とっとり弥

生の王国推進課、教育委員会社会教育課） 

〇 自動販売機の設置に係る行政財産の使用

許可を指定管理者が行っていた。（大山青年

の家） 

 

・概要：指定管理者が設置業者と契約を締結

し、自動販売機を設置している。県が行っ

ていた手続に倣い、許可権限のない行政

財産の使用許可と、それに伴う使用料の

徴収を行っていた。 

・不適正の原因：団体の担当者及び上司の協

定書の認識不足 
 

 

自動販売機の設置については、指定管理協定書

の仕様書４（３）イに規定された指定管理者の業

務範囲であり、自動販売機設置業者と再委託契約

を締結している。自動販売機設置料についても再

委託契約に規定し徴収するべきところであるが、

県が直営で運営していた頃に行っていた行政財産

の目的外使用許可手続に倣い、誤って行政財産使

用許可を行い、行政財産使用料という名称で設置

料の徴収を行っていた。 

指定管理者が行った行政財産使用許可は、許可

権限のない者が行った許可であるため無効であ

る。設置料については、別途自動販売機設置業者

と締結している再委託契約に規定し、平成31年度

当初に遡って契約し直すことを指示した。指定管

理者で対応済である。 

公益財団法人鳥取県産業振興機構（所管課：商

工労働部産業振興課） 

〇 取得した金融資産（九州電力債及び北海道

 

金融資産管理運用規程に基づき、取得した金融

資産を取得直後の理事会において報告しなければ
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指摘内容 講じた措置 

電力債）について、理事長による取得承認後、

最初に招集された理事会において報告を行

っていなかった。 

 

・概要：R1.5.24に取得した債権について、

機構の金融資産管理運用規程において

は、理事長が取得の承認をした日以降最

初に招集される理事会において、運用責

任者（常務理事）はその旨を報告しなけれ

ばならない、と規定しているが、報告を行

っていなかった。 

・不適正の原因：団体の担当者及び上司の金

融資産管理運用規程の認識不足 
 

ならないことについて、常務理事及び理事会担当

職員の認識が不十分であったことによるものであ

る。 

取得した金融資産については、令和元年11月15

日開催の第６回理事会で報告を行った。 

また、令和２年９月４日に金融資産管理運用規

程の内容について、常務理事、事務局長及び理事

会担当職員間で周知を図った。 

公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団（所

管課：農林水産部森林・林業振興局林政企画課） 

〇 会計帳簿について、総勘定元帳を整備し

ていなかった。 

 

・概要：会計ソフトが故障し、使えなくな

ったため総勘定元帳を整備していなかっ

た。 

 なお、仕訳伝票は作成しており、財務諸表

は手計算で作成していた。 

・不適正の原因：団体の担当者及び上司の会

計処理規程の認識不足 
 

 

会計ソフトが故障し使用できなくなったこと

並びに財団の担当者及び上司の会計処理規定の

認識不足により、総勘定元帳を整備していなかっ

た。 

指摘を受けて、令和２年９月に総勘定元帳を作

成した。 

また、財団において、令和３年度に会計ソフト

の購入を検討する。 

公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団（所

管課：農林水産部森林・林業振興局林政企画課） 

〇 役員等の報酬等について、支給基準を定め

た規程を公表していなかった。 

 

・概要：公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律第20条第２項の規定に

より、役員等の報酬等の支給基準につい

ては、インターネットや事務所に常置す

るなどの方法で公表する必要があるが、

いずれも行っていなかった。 

・不適正の原因：団体の担当者及び上司の公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の認識不足 
 

 

財団の担当者及び上司の公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の認識不足に

より、役員等の報酬等の支給基準を定めた規程を

公表していなかった。 

令和２年９月に財団のインターネットのホー

ムページに「役員報酬規程」を掲載した。 
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２ 監査意見 

意見内容 講じた措置 

１ コンベンション誘致のための情報収集に 

ついて 

交流人口拡大本部（所管課：観光交流局観光

戦略課） 

・監査対象：公益財団法人とっとりコンベンシ

ョンビューロー（出資、指定管理、補助金等） 

（指定管理：米子コンベンションセンター） 

 

公益財団法人とっとりコンベンションビュ

ーロー（以下「コンベンションビューロー」と

いう。）は、鳥取県の有する優れた自然、歴史

的・文化的資源を生かし、コンベンションの誘

致、支援等を行うことにより、鳥取県における

コンベンションの振興を図り、もって県内産業

の振興、地域の活性化、国際的な相互理解の増

進及び文化の向上に寄与することを目的とし

ている。 

コンベンションの誘致に当たり、新規案件に

ついては、まずコンベンションビューローが学

術会議やスポーツ大会の主催団体本部から開

催地決定方法や会場数等の情報を収集し、その

中から県内開催の可能性のあるコンベンショ

ンについて、県内の支部（大学・高専やスポー

ツ団体等）と連携し誘致を行っている。また、

県や市町村、大学等が関係団体のコンベンショ

ンの開催情報を取りまとめ、コンベンションビ

ューローに情報提供も行っている。その他にも

新規案件の情報は、全国のコンベンションビュ

ーローとの情報交換や県人会、商談会等への参

加を通じて収集している。 

収集したコンベンション開催情報はデータ

ベース化し、県内開催の見込みの高いものを抽

出して団体訪問等を行うことで効果的に誘致

セールスを行っている。 

しかしながら、新型コロナウィルスが流行し

ている影響もあり、全国的に大型のコンベンシ

ョンの開催が困難な状況となっている。そうし

た中においても、コンベンションの開催方法を

工夫するなどにより誘致を行うとともに、今

後、新型コロナウィルスが収束していく時期に

備えて、コンベンションの主催者側の情報収集

を継続するとともに、新規案件についても情報

収集を十分に行う必要がある。 

 

ついては、県としても、引き続き有効にコン

ベンションの誘致が図られるよう、コンベン

ションビューローと連携を図り、コンベンシ

ョンの主催者側と疎遠にならないよう繋がり

を継続し、情報収集に努められたい。 

 

コンベンションビューローは、主催団体への直

接訪問だけでなく、全国のコンベンションビュー

ローとの情報交換、県人会や商談会への参加によ

り、コンベンション開催情報を収集している。収

集した開催情報の中から、県内開催の見込みの高

いものに対して誘致を行っている。 

新型コロナウイルスの影響で、全国的に大型の

コンベンションの開催が困難な状況となってい

るが、コロナ対策支援制度を新たに設ける等、コ

ンベンションの開催方法を工夫し誘致を行って

いる。 

また、今後感染が収束していく時期に備え、引

き続き効率的に誘致が図られるよう、情報収集を

継続している。新型コロナウイルスの影響で、県

外の主催団体への訪問が難しい場合には、電話や

メールにより情報収集を継続し、コンベンション

主催者との繋がりを継続している。 

また、定期開催される県・四市担当課長会議  

で、定期的に誘致状況やコンベンション開催方法

について協議・情報共有しており、県としてもコ

ンベンションビューローと連携しながら主催者

側と疎遠にならないように努めている。 

２ 一般社団法人山陰インバウンド機構の事

業成果の広報について 

 

機構は、山陰エリアの広域的な観光誘客を図る
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意見内容 講じた措置 

交流人口拡大本部（所管課：観光交流局観光

戦略課） 

・監査対象：一般社団法人山陰インバウンド機

構（補助金等） 

 

一般社団法人山陰インバウンド機構（以下

「機構」という。）は、国が定める「観光地域

づくり法人（広域連携ＤＭＯ）」として、山陰

の有する優れた自然、歴史的・文化的資源を生

かし、マーケティングを基礎に国内外に向けた

山陰の情報発信、山陰の魅力を伝えるためのブ

ランド作成・管理、地域の観光事業者等関係者

の合意形成を行い、山陰への観光客の誘致及び

国内外との交流を通じて山陰経済振興を図り、

もって県内産業の振興、地域の活性化に寄与す

ることを目的としている。 

機構では、鳥取・島根両県への広域的な観光

誘客を図るため、エリア全体の戦略策定やマー

ケティング、コンテンツ開発等の着地整備を山

陰両県、関係団体と連携し実施しており、2025

年までに山陰エリアの外国人宿泊者数45万人

の達成を目指し、商品造成、情報発信により国

外における本県の認知度向上に取り組んでい

る。その結果、本県の外国人延べ宿泊者数は、

インバウンド機構設立時に比べ約８万人泊増

加した。 

しかし、機構が実施した事業により、県内の

観光消費額の増加や雇用促進等、どのような経

済的な効果が生み出されたのかが県民に十分

広報が行われていないと思われる。 

 

ついては、県は、機構の取組がどのような経

済的な効果を生み出したのかを分析し、分かり

やすく広報を行われたい。 

ため、エリア全体の戦略策定やマーケティング、

コンテンツ開発等を目的に事業を実施している。 

観光庁が公表している本県の外国人延べ宿泊者

数は、機構設立時に比べ約８万人泊増加と機構の

事業効果は観光庁のプレスリリース及びホームペ

ージ等で広く公表されている。 

また、機構の事業により得られた観光に関する

データ及びノウハウ等の事業成果は、セミナー及

び機構のホームページにより誰でも参加・閲覧可

能な状態で公開され、観光関係者等を中心に共有

し各種観光事業に還元されている。 

上記の内容を今後も実施し、引き続き機構の事

業成果の公表及び観光事業者等への還元に努めて

いく。 

 

３ わらべ館の利用促進に向けた対応につい 

 て 

地域づくり推進部（所管課：文化政策課） 

・監査対象：公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ

館（出資・指定管理・補助金等）（指定管理：

童謡館） 

 

公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館は、多様

化する県民の文化に対する要求に応えるため、

童謡・おもちゃを通した各種文化事業を行い、

もって童謡・おもちゃをテーマとした特色ある

地域文化の振興に資することを目的として、童

謡・唱歌やおもちゃに関する事業を行ってい

る。 

わらべ館を訪れることにより、「童謡・唱歌

のふるさと鳥取」への誇りと大切に思う心の育

成に繋がるよう、県内の小学校にイベントカレ

ンダーだけでなく体験プログラムを送付し周

 

わらべ館においては、小学生に童謡・唱歌やお

もちゃの体験を通じて地域の文化や歴史を学ぶ

機会を提供するための体験プログラムを実施し

ているが、利用の多くは東部地区の小学校に留ま

っている。 

わらべ館が学校に対し利用促進できるよう、令

和３年４月に開催された県・市町村（学校組合）

教育行政連絡協議会において、わらべ館実施「小

学生体験プログラム」の事業についての紹介文書

及びチラシの配布を依頼したり、５月開催の小中

学校長会において配布された修学旅行実施等に

向けた配慮に係る文書中に、行先例としてわらべ

館を紹介いただく等、関係者が参集する機会を捉

え、わらべ館の取組を紹介した。 
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意見内容 講じた措置 

知に努めているが、県中・西部からの来館者が

少ない状況がある。 

 

ついては、県としても、県内唯一の童謡・唱

歌とおもちゃをテーマとした特色のあるわら

べ館に、小・中学校の社会科見学などで県中・

西部からも来館してもらえるよう、魅力ある

イベントの造成や教育委員会・学校関係者等

にも、より積極的に働きかけるなど、更なる利

用促進に努められたい。 

４ 鳥取産業体育館、米子産業体育館、県立武 

道館及び布勢総合運動公園の会議室の利用 

促進について 

地域づくり推進部（所管課：スポーツ振興局

スポーツ課）、生活環境部（所管課：緑豊かな

自然課） 

・監査対象：公益財団法人鳥取県スポーツ協会

（出資、指定管理、補助金等）（指定管理：

鳥取産業体育館、米子産業体育館、県立武道

館及び布勢総合運動公園） 

 

公益財団法人鳥取県スポーツ協会は、鳥取産

業体育館、米子産業体育館、県立武道館及び布

勢総合運動公園を指定管理者として管理して

いる。 

今回実施した監査において現地を確認した

ところ、これらの施設内の会議室があまり利用

されていない状況が見受けられた。 

各施設の会議室については、施設や設備を損

なわない範囲の利用を認めており、例えば布勢

総合運動公園ではヨガ教室などへ貸出を行っ

た実績もある。しかし、これら施設に会議室が

備わっていること自体が広く知られていない

のが現状であり、多様な利用が可能であること

についての広報も十分には行われていないと

思われる。 

 

ついては、県は、鳥取産業体育館、米子産業

体育館、県立武道館及び布勢総合運動公園の

会議室について、多様な利用が可能であるこ

とを含めて、今まで以上に広く周知し、利用促

進を図られたい。 

また、今後、各施設の修繕を行われる際に

は、小規模なスポーツがしやすい構造等へ改

修することについても検討されたい。 

 

【スポーツ課】 

会議室利用が進まないことについては、ＰＲ

不足が考えられる。 

また、壁や天井の改修、照明や感知器等の破

損を避けるための設備保護に経費を要すること

から、小規模なスポーツへの転用を見送ってい

た施設もある。 

一部の施設で、ダンス系の利用者を取り込む

ための大型鏡、持ち運び式プロジェクター、リ

モート会議に対応できるモバイルルーターの

整備や、民間企業への会議室利用促進ＰＲ等、

利用促進に繋がる対策を講じた。 

会議室の目的外での利用については、費用対

効果を勘案し、現時点では改修までは想定して

いないが、施設ごとに状況は異なるものの、ア

リーナ規模の大きな会場を使用しない利用（ヨ

ガやストレッチ、ダンス等）の受入れは問題な

いと考えており、指定管理者である県スポーツ

協会又は施設のホームページ等での周知・ＰＲ

を実施し、利用者を獲得していく。 

 

【緑豊かな自然課】 

会議室、研修室の利用については、陸上競技

場本体や体育館アリーナで行う大会等の主催

者が、それらの大会時にセットで会議室を利用

することが多いため、会議室単独での利用促進

をしづらい背景があり、適時のＰＲが難しかっ

た。 

布勢総合運動公園では、より幅広い用途での

利用を呼び込むため、液晶プロジェクターを新

調したほか、リモート会議に対応できるモバイ

ルルーターも導入し、利用促進に繋がる対策を

講じた。 

また、会議室は、小規模なスポーツでも利用

可能な造りであり、ヨガ教室やダンス等でも利

用されているが、姿見を貸出設備として追加で

導入したことで、個人のクラシックバレエやフ

ラダンス等、利用の幅が広がった。 

今後も、施設のホームページ等での周知・Ｐ

Ｒを継続して実施し、利用拡大を図る。 
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意見内容 講じた措置 

５ 放牧預託の需要増に対する対応について 

農林水産部（所管課：農業振興戦略監畜産課） 

・監査対象：公益財団法人鳥取県畜産振興協会

（出資） 

 

公益財団法人鳥取県畜産振興協会は、鳥取県

内における牧場経営を通じて、預託牛の適正飼

育による生産性の向上、飼養コストの低減を図

ることによって、畜産経営の安定と地域経済の

発展に寄与し、県民に安心・安全な畜産物を安

定的に供給することを目的として事業を行っ

ている。 

乳用牛及び肉用牛の預託については、畜産農

家からの要望が多く、平成28年度地方創生拠点

整備交付金を活用し、和牛繁殖牛舎160頭分、

乳用牛育成牛舎100頭分の施設整備を行い、平

成30年度から稼働を始めている。 

県は、畜産農家の要望に応えるように放牧場

の施設整備を順次進めてきているが、今回実施

した監査において確認したところ、預託牛の受

入については完全には対応できておらず、例え

ば乳用牛の場合、預託を希望する農家の預託希

望頭数に対し、半分程度の受入にとどまってい

るという説明を受けた。 

預託頭数の増頭に当たっては、牧草地を施設

用地に変更する必要が生じることも想定され、

老朽化した施設の改修も含め、放牧場の運営に

支障が出ないようにする必要がある。また、堆

肥処理の負担が増大するといった課題もある。 

 

ついては、県は、畜産農家の預託希望を把握

した上で、今後どのような方策を行うのか方針

を定め、畜産農家の経営支援に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

高い預託希望への対応として、鳥取放牧場に260

頭分の牛舎を新規整備する等、令和元年には前年

比８.６パーセントの預託増頭を行うことができ

たが、依然として預託希望が多いことは認識して

いるところであり、令和３年度にＪＡや大山乳業

農協、鳥取県畜産振興協会等から現状や要望等を

聞く機会を設け、今後の支援方針について検討し

ていくこととする。 

なお、放牧場での更なる増頭に向けては、牛舎

及び牧草地の用地の確保、老朽化施設整備経費の

確保、増頭に合わせた人材の確保といった難しい

課題がある。そのため、生産者が自ら牛舎等の施

設整備をすることで放牧場への預託希望の緩和に

も繋がるため、従来から国の畜産クラスター事業

を活用して各生産者の牛舎整備を支援していると

ころであり、更に令和３年度予算では、肉用牛に

ついて、県費での上乗せ支援を行うこととしてい

る。 

６ 林業労働者の確保及び担い手育成につい 

て 

農林水産部（所管課：森林・林業振興局林政

企画課） 

・監査対象：公益財団法人鳥取県林業担い手育

成財団（出資、補助金等） 

 

公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団（以

下「財団」という。）は、鳥取県内の林業労働

者の福祉の向上と労働条件の改善を図るとと

もに、林業事業者の雇用管理の改善及び事業の

合理化並びに新たに林業に就業しようとする

者の就業を支援することを目的としている。 

そのため、私的年金制度に加入した林業労働

 

令和元年度の林業労働者共済年金掛金助成事業

及び林業労働者年末一時金助成事業の加入労働者

数は、平成30年度から減少している。 

県では林業労働者等に対する拠出掛金の助成や

林業労働者に年末一時金を支給する林業事業者に

対する給付金の助成等を行い、加入促進を図って

いるが、林業分野以外の中退共、建退共等の類似

制度の活用や、独自に退職金、一時金制度を設け

ている事業体があることも要因と考えられる。 

県では、林業労働者の福利厚生の充実、技術・

技能の向上、労働安全衛生環境の整備のために、

全国的に見てもトップクラスの手厚い支援を行

い、加入促進を図っている。 
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意見内容 講じた措置 

者等に対する拠出掛金の助成や林業労働者に

年末一時金を支給する林業事業者に対する給

付金の助成等を行っているが、林業労働者共済

年金掛金助成事業及び林業労働者年末一時金

助成事業の加入労働者数は、前年度から減少し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業労働者がこれからも安心して就労し

ていくためには、労働条件の改善を図るとと

もに、林業労働者共済年金等への加入も重要

と考える。 

 

ついては、県としても、財団と共同して、

事業概要や加入の必要性を周知する等、加入

促進を図られたい。 

財団においては、共済制度及び県による支援内

容を紹介するパンフレットを作成し、林業事業体

等に配布し、加入促進を図っている。 

林業事業体に対して、他の類似制度に対するメ

リット等の周知をより徹底していくとともに、令

和３年度から実施予定の中堅技能員向け研修会等

において制度紹介パンフレット等を直接配布・周

知する等、財団と周知の方法を見直す。 

 

７ 公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団 

の林業労働者の確保に向けた取組状況等の 

成果の周知について 

農林水産部（所管課：森林・林業振興局林政

企画課） 

・監査対象：公益財団法人鳥取県林業担い手育

成財団（出資、補助金等） 

 

公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団（以

下「財団」という。）は、鳥取県内の林業労働

者の福祉の向上と労働条件の改善を図るとと

もに、林業事業者の雇用管理の改善及び事業の

合理化並びに新たに林業に就業しようとする

者の就業を支援することを目的としている。 

そのため、林業労働者等を対象とした技術・

技能の向上、労働安全衛生、労務改善等に関す

る研修等の事業を行っており、令和元年度は、

財団を含む大会実行委員会が日本伐木チャン

ピオンシップｉｎ鳥取を開催した。開催に当た

っては、さまざまな広報活動を行った結果、

1,500人の来場があり、多くのマスメディア（新

聞、雑誌、ＴＶ等）に取り上げられ、スタイリ

ッシュでスマートな林業の魅力を広く県民に

周知した。 

一方で、林業の担い手を育成するには、日本

伐木チャンピオンシップｉｎ鳥取などのイベ

ントの成果を一過性のものとせず、取組の実施

状況、成果等について、子どもを含め広く県民

へ周知し、林業に興味を持ってもらい担い手育

成に繋げる必要があると考える。 

 

令和元年度に開催した日本伐木チャンピオンシ

ップｉｎ鳥取においては、公式ホームページ（以

下「ＨＰ」という。）及びＦａｃｅｂｏｏｋの開設

の他、県政だより及び県ホームページへの掲載、

ポスター、チラシの作成及び配布、新聞、テレビ、

ラジオ等を活用して広報活動を実施した。 

また、大会開催後においては、新聞、テレビ等

において大会の特集番組が掲載、放映されるとと

もに、県や財団のイベント等で大会記録映像を放

映し、林業の魅力を発信している。 

令和２年度においては、県及び財団実施のイベ

ント等において記録映像を放映するとともに、大

会の競技及び会場の様子の紹介パネルを作成し、

県植樹祭やＩＪＵターンイベント等で掲示した。 

第２回大会を令和３年11月に北栄町で開催する

予定であり、大会開催の告知や大会の状況等を各

種広報媒体を活用して広く一般県民に周知する。

また、本県出場者にクローズアップしたドキュメ

ンタリー映像を作成し、県及び財団の各種イベン

トでの放映やＨＰへの掲載により、「スタイリッシ

ュ」で「スマート」な林業の魅力を発信する。 
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意見内容 講じた措置 

 

ついては、県は、林業労働者の増加に向けて、

林業の担い手を育成する取組の実施状況・成果

等について、財団と共同して、将来林業の担い

手となり得る若年層も含め、広く周知を図られ

たい。 

８ 公益財団法人鳥取県魚の豊かな川づくり

基金が実施している事業やイベントの成果

の把握及び県民への成果・効果の周知につ

いて 

農林水産部（所管課：水産振興局水産課） 

・監査対象：公益財団法人鳥取県魚の豊かな川

づくり基金（出資、補助金等） 

 

公益財団法人鳥取県魚の豊かな川づくり基

金（以下「基金」という。）は、県内の河川及

び湖沼における水産資源の増殖及び水や魚に

親しむ機会の提供の促進に関する事業を行い、

魚の豊かな川づくりを推進し、もって本県の内

水面漁業の振興及び地域の活性化に寄与する

ことを目的としている。 

そのため、県内の河川及び湖沼における水産

資源の増殖促進、水や魚に親しむ機会の提供の

促進、水産資源の保護培養のための普及啓発の

事業を行っている。 

事業の多くを占める補助事業は、交付申請

書、実績報告書等の書類を確認し、事業やイベ

ントの実施状況を把握し、また、水産課と共同

で実施している内水面漁業振興講演会では、受

講者アンケートにより、事業効果等を確認して

いる。 

しかし、基金が実施している事業やイベント

の参加人数など、成果の把握が十分ではないと

思われ、地域の活性化に繋がる効果についても

積極的に広報していないため、県民への周知が

十分とは言えない状況がある。 

 

ついては、県としても、基金が実施している

事業やイベントの成果・効果等を十分に把握

するとともに、基金と共同して、インターネッ

トを活用した方法のみならず、さまざまな機

会を活用し、広く県民へ周知するよう努めら

れたい。 

 

基金が実施しているふれあい事業について、水

産課は基金の裁量に任せており、事業やイベント

の成果・効果等を広く県民に周知することはして

いなかった。 

補助事業者に対し、事業の実績報告書で成果の

記載を求めるため、令和３年３月に要綱を改正 

し、令和３年度事業の交付決定時に補助事業者に

周知した。基金も積極的に事業やイベントに関わ

っていき、ホームページ等で成果の公表を行うこ

ととしたが、５月末までに予定されていたイベン

トはコロナウイルス感染症の影響により中止と

なったため、６月上旬に実施された千代川漁協の

増殖事業を取材した。現在、活動状況をＨＰで公

表するための準備をしているところだが、今後も

各種イベント等に積極的に関わっていくことと

している。 

また、県も各種会議、ホームページ等で基金事

業の成果についてＰＲすることとし、令和３年２

月10日に実施した水産関係予算説明会において

基金事業の説明を行った。その後は新型コロナウ

イルス感染症の影響により、会議等の機会がな

く、更なるＰＲはできていないが、引き続き機会

を捉えてＰＲしていくこととしている。また、現

在、ホームページ等で基金事業の成果をＰＲすべ

く準備中である。 

 

９ 大山青年の家及び船上山少年自然の家の 

利用促進に向けた対応について 

教育委員会（所管課：社会教育課） 

・監査対象：公益財団法人鳥取県教育文化財団

（出資・指定管理）（指定管理：大山青年の

家）、TKSS・富士綜合警備保障共同企業体（指

定管理）（指定管理：船上山少年自然の家） 

 

大山青年の家及び船上山少年自然の家は、県

 

少子高齢化による児童生徒数の減少や学校の働

き方改革による宿泊日数の減少に加えて、令和元

年度は新型コロナウイルス感染症の影響により利

用者数が計画人数に満たなかった。 

施設の利用促進については、平成28年度から一

部指定管理者制度の導入に当たって生涯学習機能

を強化し、高齢者、家族、未就学児等を対象とし

た事業を企画・実施する等幅広い層の利用拡大に
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意見内容 講じた措置 

立青少年社会教育施設として学校等による集

団宿泊体験の受入れが中心となる施設である

ことから、従来から特に小中学生の利用が多

く、利用者の年齢層が若年層に集中している。 

平成28年度から一部指定管理者制度の導入

に当たり、生涯学習機能を強化することとし、

高齢者、家族・未就学児対象の事業を企画・実

施、広報等を実施したため、現在の利用は学校

に限らず、保育所、子ども会、ＰＴＡ、高齢者

団体、福祉団体、企業等、その種類や年齢層に

広がりをみせているところである。 

しかし、令和元年度の利用状況は、次表のと

おり計画に満たない状況であった。 

 

ついては、県は、施設の設置目的である青少

年の健全育成を中心としながらも、幅広い年齢

層やさまざまな団体にも利用される施設とな

るよう事業を企画・実施、広報する等、より一

層施設の利用促進を図られたい。 

 

また、委託業務の実施に要する経費は、一定

の利用人数を想定した指定管理料及び施設の

管理運営に伴う指定管理者の収入（利用者の実

費負担額を含む。）で賄うこととなっている。    

このため、利用者増に伴い光熱水費等が増加

した場合には、指定管理者が行う管理運営の効

率化・合理化に向けた努力とは無関係に収益を

圧迫する可能性があり、当該管理施設の管理運

営に関する協定書第６条第１項第２号イ（イ）

に規定する指定管理者が行う委託業務として

いる「施設の利用促進」と相容れないと考えら

れる。 

 

ついては、県は、少なくとも利用者が増加し

ても指定管理者の経営努力による収益増を阻

害することのない仕組みを構築するよう見直

しを検討されたい。 

努めているところである。新型コロナウイルス感

染症の影響により施設の利用制限（定員の１／２）

を継続していることもあり当面は厳しい状況が続

くと考えられるが、今後も指定管理者と協力しな

がら利用促進を図っていく。 

また、利用者数の増減に影響する主催事業の指

導業務部門は県直営で行っており、施設使用料を

県収入としていることから、仮に利用者数が大幅

に増加した場合には、指定管理者の負担が増加す

る可能性がある。本施設は集団宿泊訓練を通じて

青少年の健全な育成を図ることを目的とした青少

年社会教育施設であることから、設置目的に沿っ

た利用は無料であり、利用者増が必ずしも収入増

には繋がらないが、設置目的に沿った利用を阻害

しない範囲での一般利用者増による収益増の可能

性について、次期指定管理者公募に向けて検討を

行う。併せて、コロナ禍や災害等不可抗力の事由

により利用者が減少した場合の取扱い等も慎重に

検討を行う。 

 

 

 

 


